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２０１４年原水爆禁止世界大会
いま世界の多くの国では、「核兵器のない世界」に向けて前進を切り開こうとしています。焦点は核兵器禁止条約です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ昨年の国連総会では、１９９６年から採択されている核兵器禁止条約を求める決議に加え、非同盟諸国が提案した核兵器を全面的に禁止､廃絶する｢包括的な条約」についての交渉を緊急に開始することを求める新たな決議が３分の２以上の賛成で採択されました。この決議は、国連事務総長が加盟国から核兵器禁止条約の内容についての意見を集約し、今年秋に開かれる国連総会で報告するよう求めています。これが実現すれば、国連史上初めて、核兵器禁止条約が総会の議題として議論されることになります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐしかしながら、一部の核保有大国は核兵器禁止条約の交渉を強く拒んでいます。根本にあるのは、核兵器で威嚇し、自国の利益をはかろうとする「核抑止力」論です。こうした核保有国の抵抗を打ち破ろうと、核兵器の残虐性を告発し、その使用禁止と廃絶を迫る声が政府レベルで発展しています。一昨年、１６カ国から始まった核兵器の「人道的側面」に焦点をあてた共同声明は、昨年の国連総会では１２５カ国が賛成するまでに急速に広がりました。アメリカの「核の傘」を理由に、共同声明への参加を拒んできた日本政府も、高まる批判の前に、賛同せざるを得なくなりました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ核不拡散条約（ＮＰＴ）再検討会議第３回準備委員会（今年５月、ニューヨーク）では、一部の核保有国も「（被爆の実相を）記憶に刻む責務がある」（アメリカ）と述べる状況がつくられました。こうした変化の背景にあるのは世論と運動です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ日本は今、戦争か平和かの歴史的な岐路にあります。安倍自公政権は、集団的自衛権行使容認を閣議決定しました。それだけに、安倍政権による「海外で戦争する国」づくりに反対する国民的な運動と連帯して、世界大会を成功させることが求められています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐこれは憲法９条をもつ被爆国日本の運動の国際的な責務でもあります。
「ルールある経済社会」と「自主・自立の平和外交」
世界の動きがわかる「しんぶん赤旗」をお読みください

日刊紙　月３４００円　　日曜版　月８００円
桑名市議団 星野公平のＨＰは　 http://hoshino.jcpweb.net/　　　　　

ご意見をお寄せください　ＦＡＸは２２－３０２８　（星野宅）　　

総合計画　―市民的論議をー
来週（８月１３日）にも桑名市総合計画審議会は「総合計画」素案を市長に答申する予定です。８月４日に行われた議会に設置されている「総合計画検討協議会」では、「協議会」からの要望・指摘事項の一部に対して返答がありましたが、大局的な重要な事には触れず、枝葉末節の文言の訂正が主でありました。パブリックコメントに対する返答はまだですが、素案は決定したとの事です。
　「総合計画」作成を何故急ぐのでしょうか。「総合計画」は、伊藤市長が選挙で公約した「７つのビジョン」を基にして平成２７年度から１０年間の桑名のまちづくりの方向性を示すものです。全員参加型（？）で、すすめてきたと言いますが、果たして、どれ位の市民が知っているのでしょうか。選挙で勝ったからと言って、市民がこの「７つのビジョン」をまるまる認めた訳ではなく、この構成で良いのかの論議から始めるべきです。
何故、市民に全体像を示さずに、急いで９月議会で決める必要があるのでしょうか。すでに市民の皆さんには直接意見を表明する場はありません。議会のみが、９月議会で提案された時に論議が出来る状況です。このような状況を前市長（水谷元氏）を応援していた議員の多くも認めています。
　現在ある総合計画の「後期計画」は、伊藤市長も議員として加わり賛成したもので平成２８年までの物です。これを充分検証しながら、１１月の市議会選挙が終わってから、新しい市議会のメンバーで論議をしたらどうなのでしょうか。

「総合計画」策定を前に、伊藤市長は今年をブランド元年と位置付け、桑名をまちごとブランド化するための取り組みをスタートさせています。７月２８日にはキックオフイベントが行われキャッチフレーズとして「本物力こそ桑名力」が決定されたそうです。「本物とは何なのか。」「ブランド化がまちづくり。」良く分からないところがたくさんあります。全市的な議論もせずに進めていって良いのだろうか。（先走り！！「総合計画」に書かれていますが公式に認めていません。）
　これで私たちの生活やくらしは良くなるのでしょうか。その前にすることがあるのではないでしょうか。福祉の充実を前面に出して欲しいと言うのが多くの市民の声です。　　　　伊藤市長の横暴さが垣間見られるところです。
生活保護引き下げ集団提訴
８月１日に、桑名、津、四日市、松阪の４市の生活保護受給者２７人が、国が昨年に決めた生活保護基準の引き下げが、生存権を保証する憲法２５条に違反するとして、４市を相手取り、生活保護費の減額処分の取り消しを求めて津地裁に提訴しました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

同様の提訴は、佐賀、熊本、愛知についで三重は全国で４番目です。
ｐ訴状によると、国は物価下落を理由に昨年８月から来年４月までに、三段階に分けて生活保護基準を引き下げ、下げ幅は最大１０％で、受給者の９６％に影響するとされています。この国の決定を「生活保護受給者の生存権の根幹部分を侵害する」と指摘しています。また学識者でつくる「生活保護基準部会」が出した引き下げに慎重な配慮を求める検証結果を踏まえていないとして、「厚生労働大臣の裁量を逸脱、乱用している」と批判しています。
　原告の１人は「食べていくのがぎりぎり。憲法２５条に見合う金額だけでもほしい」と訴えています。（８月１日夕方には三重テレビで、２日には中日・朝日・毎日・読売・伊勢新聞で、３日には赤旗でも報道されました。）
安倍政権の暴走政治は、子どもの貧困を加速させる
　子どもの貧困率が、過去最悪の１６.３％（２０１２年）に達しました。子どもの６人に１人が、平均的な所得の半分を下回る世帯に暮らしているという事です。この数字は、先進国の中では最悪クラスだそうで、この３０年、率の悪化に歯止めがかかっていません。
　貧困状態に置かれた子どもたちは、食事も満足にとれず、病気になっても十分な治療を受けられないなど健康が脅かされています。給食費や教材費、修学旅行費などが負担できず、学校生活から脱落する子どもも生まれているようです。経済的理由から進級・進学を断念する例は後を絶ちません。家庭や子どもの「自己責任」ではすまされない問題です。未来を担う子どもが劣悪な状態に置かれ、将来の可能性を奪われていることは、子どもの人生にマイナスだけでなく、日本社会の重大な損失になります。
　教育は子どもに自立できる力をつけます。だから親から子への「貧困の連鎖」を断つことは重要です。今すでに貧困にあえぐ子を救うには、まず保護者の貧困を改善する必要があります。深刻なのは貧困率が５割に及ぶひとり親世帯、とくに母子家庭です。母子世帯の母親の８割は働いていますが、仕事による年収は平均で１８０万円にすぎず、生活保護を受けているのは１割ほどです。働いても貧しさを抜け出せないところに根深さがあります。大きな要因は、不安定な非正規雇用が半数に及ぶことです。非正規雇用を正規にかえていく努力をしなければ、貧困に苦しむ人はなくなりません。同時に非正規の待遇改善も必要です。
　子どもの貧困打開を求める国民の世論と粘り強い運動で成立した「子どもの貧困対策法」は、「子どもの将来がその生まれ育った環境で左右されることのない」ことを掲げていますが、成立から１年以上たつのに政府の責任である大綱策定は予定よりずれ込んでいます。実効性のある充実した対策づくりを急ぐべきです。
　「子どもの貧困」対策の大綱づくりの検討会では、官民基金の創設が提案されています。わが子や孫だけでなく、よその子にも出来る範囲で手をさしのべる。社会で子どもを育てるための仕組みがあってもいいのではないでしょうか。
　安倍政権の政治は、子どもの貧困を加速させる暴走です。生活保護費削減や、就学援助の縮小、一人親世帯への児童扶養手当のカットなどは、子どもをもつ生活困窮世帯を追い詰めています。逆行した政策を中止させ、子どもたちを応援する政治へ転換することが今こそ必要です。
「マンション建設を断念」そのノウハウは
マンション建設を断念し、一戸建てに変更させた１例を“区画・再開発［通信］Ｖｏｌ．５３５、２０１４年７月号”から紹介します。

報告者は、祢宜秀之（鰭ヶ崎の住環境を守る会事務局長）さんで、千葉流山市の歴史を変えた住民運動―鰭ヶ崎の住環境を守る会―の一文からの抜粋です。

運動方針（２００２年春頃から）

1、 この運動を超党派で行う（議会全会一致で請願を採択）

2、 運動を知らせる活動を重視する（ＨＰ、印刷物、駅頭宣伝）

3、 相手の弱点を探り、徹底追及する（車両制限令）

4、 裁判を活用する（工事指し止め仮処分、行政処分不服審査請求）

5、 住民同士の信頼関係を築く（団結し、お金での解決を選ばない）

6、 まちづくり条例の成立を目指す（２０１２年３月成立）

（２０１３年末、戸建て工事完成）

住民の団結と情熱が流山市の歴史を動かしたと述べておられます。

桑名市内での、緑をなくし、住環境を破壊する無秩序なマンション建設の反対運動の参考になると思い掲載させて頂きました。
厚生労働白書　―介護保険改悪と地域包括ケアシステムー
厚生労働省は８月１日、２０１４年版の「厚生労働白書」を公表しました。　　「健康長寿社会の実現に向けて―健康・予防元年」と題し、社会保障費の抑制のために予防や健康管理を強調しています。社会保障制度は「限りある財源によって運営されている」と述べ、社会保障費の抑制は「国民一人一人が考えなくてはならない」として、「自己責任」を国民に求める姿勢を示しています。　　　　　　　　　　　ｐ健康寿命と平均寿命の差を縮めていけば「社会保障負担の軽減も期待できる」として社会保障制度の縮小と自己負担の拡大を打ち出しています。その取り組みの一つとして６月に成立した「医療・介護総合法」（来年４月からの介護保険改悪法）を例示しています。要支援者に対する訪問・通所介護サービスを介護保険から外してしまうのに、「介護予防につながる」と正当化しています。　　　　　　　　　ｐ桑名で進められている「地域包括ケアシステム」の構築は、全国から注目されているようですが、介護保険等の改悪の先取りで要注意です。
Ｎｏ．２１６　　　　２０１４年　８月　７日


発行　　　　日本共産党桑名市議員団 　☎２４－１３１０


発行場所　桑名市中央町２－３７　桑名市役所議員控室


自宅　　　　桑名市立花町１－１４－７ 　☎２２－２９７５




































































日本共産党桑名市議団　星野公平ニュース
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